
市内企業等が取り組む
福祉製品・サービスの

開発・改良経費を補助します

＜申請・問い合わせ先＞
川崎市経済労働局 イノベーション推進部 成長産業担当

〒２１０-８５７７ 川崎市川崎区宮本町１番地 本庁舎９階
電 話︓０４４-２００-３２２６ FAX︓０４４-２００-３９２０
メール︓28innova@city.kawasaki.jp
ホームページ︓https://www.city.kawasaki.jp/280/page/0000175393.html

令和７年度川崎市福祉製品等開発支援補助金

＜上限＞

市内企業等が行う福祉製品・サービスの開発・改良にあたり、原材料費や外注加工
費等の経費の一部を補助します。また、科学大学・産総研・川崎市が共同運営し、
福祉製品等の開発を支援する「ウェルテック」（詳細は裏面参照）において、
専門の研究員によるアドバイス支援等を行います。

ウェルテック内では、福祉施設を想定した模擬
環境ラボを整備し、製品の評価等を行います。事業内容

福祉製品等の開発・改良に取り組む市内の企業又は団体（裏面参照）

対象者

令和７年５月１９日（月）〜５月３０日（金）（※必着）

申請期間

１００万円
＜補助対象経費の３分の２以下＞

詳細はこちらから
ご確認ください。



補助事業の概要
川崎市ウェルフェアテクノロジーフォーラムに参画する企業等の福祉製品、共用品
及び福祉サービスの開発及び改良等にかかる経費を助成します。

項目 内容

対象事業

交付決定を行った年度の２月２８日までに完了することが確実なもので、次の要件を満たしている
事業
（１）令和７年５月１２日までに「Kawasaki Welfare Technology Lab（通称「ウェルテック」）」で事前に予

約のうえ相談をし、助言に基づき実施する事業であること。
（２）研究開発の成果が本市の福祉・介護分野の課題解決に資する新たな事業であること。

（３）利用者ニーズを的確に反映したものとするため、老人福祉施設、障害者支援施設、病院等又
はウェルテックの協力を得て行う事業であること。

（４）開発又は改良する製品等がプロトタイプ等以上の完成見込であること。等

対象者 市内事業者又は当補助対象事業を市内事業者と共同で行う市外事業者
（※申請にあたっては、ウェルフェアテクノロジーフォーラムへの会員登録が必要になります（無料））

対象経費
専門家謝金、原材料費･消耗品費、機械工具等費、外注加工費、研究開発委託費、産業財産権

導入費、技術指導費、その他の経費（資料購入費、通信運搬費、雑役務費等の研究開発に伴う諸
経費）
（注）消費税及び地方消費税相当分については補助対象外となります。

補助額
＜補助率＞ ３分の２以下
＜補助限度額＞１００万円
（注）予算の範囲内で採択の件数によります。
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（7月上旬） （令和８年
2月28日まで）

【Kawasaki Welfare Technology Lab（ウェルテック）とは…】
ウェルテックとは、川崎市複合福祉センター「ふくふく」内に立地する、福祉施設を想定した「模擬環境ラボ」を備えた福祉製品・サービスの開

発支援施設です。
川崎市と国立大学法人東京科学大額、国立研究開発法人産業技術総合研究所の三者が共同して運営を行い、福祉製品の開発・改良を行う市内の中

小・ベンチャー企業を中心とした開発事業者を支援します。
具体的には、模擬環境ラボを活用し、「ふくふく」内の福祉施設等と連携しながら、科学的知見に基づく製品の安全性・性能等評価を実施し、評

価結果を申請者にフィードバックします。（これまでの事例では、見守り機器の睡眠時・起床時の様々な体勢での発報状況の検証や、排尿予測支援
デバイスの安全性の検証などに取り組んでいます。）

場所︓川崎市複合福祉センター「ふくふく」１階 （川崎市川崎区日進町５－１）
開設時間︓平日の１０時から１６時３０分まで（１２時から１３時を除く） 休業日︓土曜日、日曜日、祝日、年末年始
連 絡 先︓電話 ０４４－２２３－６４６８ メール︓ info@kawasaki-weltech.com

ホームページ︓https://www.kawasaki-weltech.com/

Kawasaki Welfare Technology Lab（ウェルテック）において、事業内容についての事前相談・助言を得たのち、
申請書及び必要書類を準備のうえ、専用フォームより申請または経済労働局イノベーション推進部担当まで
郵送又は持参にてご提出ください。申請書類については、市ホームページ（表面）よりご確認ください。
※申請される場合は、申請書類の素案（ドラフト版）を令和7年5月26日（月）までにご提出ください。

︓申請者が行うこと

︓川崎市が行うこと

事業実施

ウェルテック
での伴走支援

事業の流れ

申請方法

（5月12日
まで）

（5月30日
まで）


